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概 要  

難病患者の就労に関する相談 Q＆Aについて 

【目的】  

「難病患者の就労に関する相談 Q＆A」は、難病の方ご自身がピアカウンセラー

として、日常の相談やピアカウンセリングの際に、参考にしていただけるよう難病に

関わる就労関係機関が協力して作成したものです。 

 

【就労関係機関について】 

各就労関係機関の役割・問い合わせ先は、資料編「難病患者就労相談フローチ

ャート」を参考にしてください。 

 

【内容】 

この Q＆Aは、以下の３つの時期の援助について、対象者ご自身で取り組む必

要がある活動、家族等の協力、就労関係機関の役割・相談窓口と制度についてま

とめています。 

 

第１部 【Q＆A編】                                       

１ 就労前の支援  （ｐ３～５） 

〔目標〕 ①対象者自身が就労についてイメージがもてるようにする 

    ②就労関係機関の役割・相談窓口がわかる 

        ③対象者が取り組む必要がある活動内容がわかる 

２ 就職活動に向けた支援  （ｐ６～１０） 

〔目標〕 ①就労に関する相談窓口の利用についてわかる 

        ②就労に関する制度についてわかる 

        ③対象者が取り組む必要がある活動内容がわかる 

３ 就職した後の支援  （ｐ１１～１４） 

〔目標〕 ①就労を継続していくために必要なことがわかる 

（上司や同僚・友人・家族・本人・医師・就労関係機関それぞれの立場から） 

 

第２部【資料編】                                  

①難病患者就労相談フローチャート 

②難病患者の就労支援リーフレット 
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１ 就労前の支援  

 

１ 働きたいが、何から始めればいいのか分からないので相談したい。 

・就労できる体調管理ができているか確認します。 

・今までの就労体験を聞きます。 

・難病患者就労相談フローチャート（資料編①）を参考に就労支援機関の説明を

します。 

・対象者が、就労についてイメージをもって取り組めるように、最初の相談窓口と 

して奈良県難病相談支援センターの就労相談を勧めることも一つの方法です。

そこから就労関係機関に繋げてもらいます。 

 

２ 働きたいが、病院に相談しにくいので困っている。 

  ・働くためには、今の自分の病状や病気の将来の見通しについて理解し、「できる

こと」「できないこと」「気をつけなければならないこと」等具体的に主治医に相談

することが大切であることを伝えます。そうすることによって、就職活動や職場

で、周囲の人に病気や障害、必要な配慮について理解してもらうことに繋がりま

す。 

  ・また、なぜ就労したいかの理由を明らかにして、主治医に伝えます。主治医に伝

えにくい場合は、院内の医療相談や身近な看護師などに相談します。一人で伝

えにくい場合は、家族や友人とともに働きたい意志を伝えます。 

  ・就労について、主治医にどのように相談したらいいのか困っている場合は、奈良

県難病相談支援センターにご相談ください。相談方法について具体的な助言が

得られます。 

    

 
 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMn8WP0OTLAhWJkpQKHYm0DWUQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2013/01/blog-post_8604.html&psig=AFQjCNGTJRW1cADkY3M4vDgm009DRUcBQg&ust=1459297244949462
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３ 働きたくて相談したいが、直接ハローワークに行けばよいのですか。 

・ハローワーク以外に、就労相談を実施している機関があります。難病患者就労 

相談フローチャート（資料編①）を参考にしてください。どこに行けばいいのかわ

からない場合は、奈良県難病相談支援センターに、まずご相談ください。奈良県

難病相談支援センターでは、本人の治療状況や症状等を確認し、就労に向けて

どのように進めていけばいいのか一緒に考えます。 

・ハローワークには、専門相談の窓口があります。 自身の病気について伝えたく

ない場合であっても、その旨を伝えて相談することができます。 

・ハローワーク大和郡山には『難病患者就職サポーター』が居ますので、お電話     

で予約の上、相談するとよいと思われます。予約制ですので、時間をとってゆっ

くり相談にのってもらえます。なお、他のハローワークに出向いての相談も可能

ですので、詳しくはお近くのハローワークの専門相談窓口にてご相談ください。 

 

４ 体調が安定しないが、働けるのか。 

・まず、体調コントロールが最優先です。医師と治療に関して相談し、働くことがで

きる体調にもどせるようにします。安定しないままに働けば、病状が重症化し、さ

らに就労できなくなるので、医師とよく相談して、まず治療に専念するとよいでし

ょう。 

 

５ 病気を理由に就職できないことはないのか。 

・病気を理由に就職できないというよりも、まず病状コントロールすることが大切

です。病気を理由に就労できないことはありませんが、就労に関して配慮が必

要になる場合は、仕事内容を限定し就労時間などの調整を考えないといけない

こともあります。 

 

６ 仕事に耐えられるのか、体力が心配である。 

・体調をコントロールし、就労時間や就労日数など制限した短時間労働から始め、

体を慣らしながら進めていくとよいでしょう。 

 

７ 職場での様々な悩みについて相談したい。 

・難病ピアカウンセラーが、職場での悩みの原因を一緒に考え、職場で相談でき

る関係性をつくるためのアドバイスをします。 

・本人だけでなく家族や患者会などから、上司や同僚に、本人の病気の理解を深

めてもらう働きかけをします。 
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８ 職場での生活だけでなく、日常生活面での相談をしたい。 

・難病ピアカウンセラーが、職場での悩みや日常生活で困っていることを理解し、

問題解決に向けて一緒に考えます。 

   ・家族や上司・同僚も交えて、共に解決していきましょう。 

 

９ 就職したあと、周囲の人に病気のことを伝え、理解してもらおうと思うがどうすれば

いいのか。 

・企業に対して、病気のことを理解してもらうための資料を手渡したり、仕事への

配慮を明確に伝えることが必要です。 

・一人で伝えづらいときには、家族や友人、患者会、奈良県難病相談支援センタ

ー、難病患者就職サポーターに支援を求めていきましょう。 

 

１０ 労働習慣や基本的な生活習慣を、時間をかけて身につけたい。 

・就労するためには、生活習慣を整えるとともに、就労支援関係機関と連携をと

りながら、職業訓練や支援体制を考えていきましょう。 

 

１１ 自分のやりたいことを目指すために、何かよい方法があれば教えてほしい。 

・自分のやりたいことを進めていくためには、不足していることや課題を考え、一

歩ずつ目標に近づいていけるよう段階的に進めていきましょう。 

 

１２ 働くのにどんな準備をしておけば良いか教えてほしい。  

・体調をコントロールすることや、働くために体力をつけること、また就労に向けた

家族の協力体制の確認などを行いましょう。 
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２ 就職活動に向けた支援   

 

１ 就職活動の面接で、自分の病気について伝えた方が良いか教えてほしい。 

・自分の病気を、伝えるか否かは最終的には各自の判断で決定します。 

・病状により伝えなくても問題が生じない場合はあえて伝えないという選択もあり

ます。ただし、職場の理解や協力が必要な場合は、伝えることで、職場での必

要な配慮等を一緒に考えてもらうことに繋がります。 

・就職して職場での人間関係を築いていく中で、病気について伝えていくという

選択をしている方もおられます。 

 

２ 応募するとき、どうしても持病があると不利になることがあると思うが、その時、応

募先企業などに難病患者に対する理解を促進していただくサポートはしてもらえる

のか。 

   ・難病の方をはじめとして障害をお持ちの方の採用を企業に打診する際は、事

前にご本人と打合せをした上で、雇用に当たって配慮が必要なこと、得意（長

所）としていることの両方を説明し、その方の全体の状況をお伝えする中で理

解いただくように留意しています。また、可能な限り電話のみで済まさないで、

お会いする機会を作っていただき、直接お話しができるようにお願いをしていま

す。 

・病気の症状や、日常生活上の注意点等の療養生活に関することは奈良県難

病相談支援センターや患者会等とも相談しながら進めていきます。 

・また、平成 27年 4月からハローワーク大和郡山に難病患者就職サポーターが

配置されており、難病患者の就職サポートを行っています。 

 

３ ハローワークで難病患者就職サポーターに相談すると、ハローワークの他の相談

窓口では紹介してもらえない求人を紹介してもらえるのか。 

・平成２７年４月よりハローワーク大和郡山に難病患者就職サポーターが配置さ

れ、就職を希望する難病患者の就労支援を行っていますが、難病患者就職サ

ポーターが求人を確保しているわけではありません。 

・奈良県難病相談支援センターと連携しながら、難病患者に対する症状の特性を

踏まえたきめ細かな就労支援（適性・職域の分析、面接同行、就職後のフォロ

ー等）や在職中に難病を発症した方の雇用継続等の総合的な就労支援を行っ

ています。 

・また、要望があれば県内の各ハローワークに難病患者就職サポーターが出向

いて相談を行うことも可能です。 
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４ 就職に向けての課題を把握し、その課題の改善や適応力の向上を図るための訓

練や助言をうけたい。 

・就職に向けての準備を整えたい方には、その方の状況や過去の経験などに応

じていくつかの選択肢があります。 

・じっくりと時間をかけながら仕事への準備や基礎的な訓練を受けたいという方

には、就労移行支援や就労継続支援などの福祉サービス事業などがありま

す。 

・また、ある程度仕事の準備が整っているという方においては、障害者職業セン

ターが実施している就職前の職業能力等の評価や、準備支援プログラムなど

があります。 

・障害者就業・生活支援センターにおいては、一般就労についての幅広い相談

支援を行うほか、企業実習の調整なども行っています。 

・どの様な方向性で進めていくのが良いかについは、本人の意向を踏まえ、各

機関とも相談しながら進めていくことになります。 

 

５ 職業に必要な技能を身につけたり、資格を取るにはどうしたらよいのか。 

   ・職業に必要な技能や知識を身につけたい方につきましては、「奈良県高等技術

専門校」や「ポリテクセンター奈良」で実施している『公共職業訓練』、あるいは

民間の訓練施設で行っている『求職者支援訓練』が考えられます。 

・いずれも受講については、ハローワークへの登録、入試への合格をはじめ、さ

まざまな要件がありますので、詳しくはお近くのハローワークにご相談くださ

い。 

 

６ 自分にどんな仕事ができるのか相談したい。 

   ・障害者職業センターでは各種職業適性検査を実施し、それらの結果をもとに適

性職種を判断する手がかりとなる情報を提供し、実際の求人状況を照らし合わ

せながらこれからの就職活動の進め方などの助言を行っています。 

・また、ハローワークではこれまでの職歴などに応じた職業相談を受けることが

できます。 

 

http://www.irasutoya.com/2015/09/11_14.html
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７ 現在、障害者・難病患者への理解のある雇用者は、どのくらいあるのか。 

   ・理解のある企業数など正確な数字は掴みかねますが、奈良県内では障害者を

持つ方の就職人数は毎年増加するとともに、障害者雇用の義務が課せられて

いる企業（従業員５０人以上）のうち、この義務を達成している企業は約６割（平

成 27年 6月現在）となるなど、障害者雇用の裾野は広がっていると言えます。 

・実際の就職に当たりましては、障害を持つ方と企業双方の考えや希望などが

一致しない場合もありますので、ハローワークや就労支援機関を活用しながら

進めることが望まれます。 

 

８ 病気の理解を促すような冊子など、患者会等で作成して、企業側への病気の理解

を深め、就労しやすい環境をつくってくれるのか。 

 →奈良県難病患者就労支援関係機関連絡会議で、難病患者就労支援リーフレット

(資料編②)等、企業側への病気の理解を深めるために活用できるリーフレットを

作成しています。職場での理解を促し、周囲の人の協力を得るためにも、奈良県

難病相談支援センターや、各患者会等にご相談ください。 

    奈良県難病相談支援センターや患者会に、仕事の選び方や仕事の仕方といっ

た具体的なことを相談することで、体調管理と職業生活の両立についてイメージ

が持ちやすくなります。 

   

９ 就職活動の相談はどこにしたらよいのか。 

    ・主治医に相談したら就労が可能と言われたので、すぐに仕事を紹介してほしい

という場合は、ハローワークに相談してください。 

・働きたいと思っているが、実際に今の体調で可能なのかどうか、すぐに就職で

きる状態かどうかについては、主治医や医療も含めた相談が可能な奈良県難

病相談支援センター等にご相談ください。 

 

１０ すぐに就職活動を始め就職先を探したいが、相談窓口には、根気よく頻繁に足

を運んだほうがいいのか。 

・ハローワークでは、窓口での相談や求人への応募が行われています。1 つの求

人に多くの方が応募を希望することも少なくないため、日頃から求人情報を収集

しておくことは、早期に就職実現するために必要な取り組みと言えます。 
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１１ あまり人に頼らず、本人がもっと積極的に就職活動をすべきなのか、探せば見

つかるのか。 

   ・就職活動の不安や悩みは尽きないと思いますが、奈良県難病相談支援センタ

ーや患者会をはじめ就職活動を支援する機関（資料編①難病患者就労相談フ

ローチャート参照）や支援制度はここ数年でかなり充実してきています。 

・現在の体調や健康状態を大事にしながら、就職活動を支援する機関を利用し

て、前に進むことも考えてはいかがでしょうか。 

 

１２ 具体的に、ハローワークへ求人があるのか。 

・一般求人と比較すると数は少ないですが、難病を含む障害をお持ちの方の採

用を前提とする求人は日常的に出されています。また、一般求人の中でも交渉

によって、難病を含む障害をお持ちの方でも応募が可能となるものも含まれて

います。 

・求人の状況は日々変化しますので、定期的にハローワークで確認されることを

お勧めします。 

 

１３ 職場に適応できるか不安なので、専門的な支援を受けながら就労したい。 

   ・就職先の事業所にジョブコーチを派遣し、障害のある方や事業主に対して雇用

の前後を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施します｡ジョ

ブコーチは障害者職業センターが行っている制度です。 

・障害者就業・生活支援センターでは、奈良県ジョブサポーター派遣事業(実習

ジョブコーチのようなもの)を実施しており、実習の際にジョブサポーターを派遣

させてもらうことが可能です｡ 

(注意点)  

ジョブコーチは雇用後、ジョブサポーターは実習のみの支援制度になります。 

・奈良県難病相談支援センターでは、就労後の職場における不安等についての

相談も行っております。 

 

 

http://www.irasutoya.com/2016/01/blog-post_340.html
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１４ ハローワークなどの窓口へ相談に行った時、一般窓口か、難病障害者対応の専

門窓口かどちらを優先すればよいか悩んでいる。 

・難病を含む障害のある方向け窓口では、①専門の知識などを持った職員と相

談ができる②難病を含む障害者雇用に関する様々な情報を得ることができる 

③気になる求人への問い合わせや応募条件変更の交渉などができる ④一般

求人、難病を含む障害のある方向け求人の両方を閲覧することができる 等

様々な特徴があります。 

・また、日頃は難病を含む障害のある方向け窓口を利用していても、一般求人

に難病のことを伝えず（クローズといいます）に応募することもできます。 

・一般窓口にはないメリットを理解いただいた上で、どちらの窓口を利用される

か検討いただきたいと思いますが、ご本人で判断に迷われる時はまず、難病を

含む障害のある方向けの窓口で相談されてもよいと思います。 

 

１５ 在宅でもできる仕事を教えてほしい。 

・通勤困難な方を中心に、在宅で勤務する働き方は注目されていますが、ハロー

ワーク等で在宅勤務の求人が公開されることは稀なことです。そのため、独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、在宅就業を希望する方へ各

種情報を提供するためのホームページ「チャレンジホームオフィス」を運営して

いますので、こちらを参照してください。 

（チャレンジホームオフィス）http://www.challenge.jeed.or.jp/job/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.challenge.jeed.or.jp/job/
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３ 就職した後の支援 

 

１ 就職した後の体調について相談できるところがあるのか。 

・職場には労働者の健康管理について相談できる窓口があり、健康管理部門へ

の相談をしながら、職場での病気の理解を深めることができます。 

・また、そのような窓口がない場合、奈良県難病相談支援センターに、主治医へ

の相談の仕方や、職場の理解や仕事内容への配慮等についてご相談くださ

い。 

 

２ 病院の通院で、平日が休めるのか。 

・上司や同僚に、病気のことを理解してもらいましょう。 

   ・平日に休むため、事前に、上司や同僚に仕事量や内容の調整等について、相

談しましょう。 

 

３ 体調が悪い時、休めるのか。 

・上司や同僚に、病気のことを理解してもらいます。 

    ・調子がよいからといって、いつも以上に頑張って無理しないようにしましょう。 

・日頃から生活習慣を整えておくことが大事です。 

・体調が悪くなったら早めに受診し、主治医に相談しましょう。 

・体調が悪く休養が必要となった場合は、上司に相談しましょう。 

 

４ トイレの回数が多く気が引ける。 

・トイレ回数が多いのは、さぼっているわけではないことをまず分かってもらうため、

上司や同僚に、病気のことを具体的に理解してもらいます。 

   ・主治医に、通勤時間や就労時間などについて相談しておくことが大切です。 

   

５ 職場で病気を理由にいじめられないのか。 

・体力的に長時間勤務が難しい、通院のために休みを取る必要があるなど、上司

や同僚に病気について理解してもらうことが必要です。 

・普段から、職場での人間関係を大切にしていきましょう。  

 

６ 職場で病気のことを分ってくれるのか。 

・上司や同僚に病気について理解してもらえるように、時間を設定して、具体的な

資料を使って説明しましょう。 

・また、上司と共に主治医から病気について説明を聞いてもらいましょう。  
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７ 今の職場での仕事になじめないので転職したい。 

・まずは転職したい理由を「明確に」しましょう。（何がなじめないのか⇒仕事内

容・勤務時間・週当たりの勤務日数・人間関係 ｅｔｃ・・・。） 明確にしておかな

いと、次の職場でも同じ要因で再び転職する事が起こることがあります。転職

に当たっては、上記のことを踏まえて探すようにしましょう。 

 

８ 仕事を辞めてしまったが、再就職したい。 

・仕事を辞めた理由やどのような所を改善すればよいか明確にしましょう。 

・再就職に向けてどのように準備を進めていったらいいか等については、奈良県

難病相談支援センターにご相談ください。 

・本人が望んでいる仕事と求人情報を調整するために、ハローワークに相談し

ましょう。 

 

９ 企業で働いていたが解雇された。 

・解雇されたことによる心理状態をまず受けとめます。 

・解雇理由と本人がその理由に納得できているか確認します。 

・次の目標を一緒に探していきます。 

 

１０ 体力面等の問題で働き続けることが難しくなった。 

・主治医に、体調にあった仕事量や就労時間について相談しましょう。 

・上司・同僚に、病気について理解してもらい、労働内容の変更等配慮してもらう

ためにどのように働きかけたらいいのか、奈良県難病相談支援センターにご相

談ください。 

 

１１ 大阪でずっと働いているが、電車は混むので車で行きたい。体が心配で通いにく

いので、できれば近くで同じような仕事を探したい。 

・上司に病気について説明し、通勤方法についての検討など、出来る限り今の職

場で働き続けられる方法を考えましょう。 

・近隣のハローワークで、今の仕事内容や現状を伝えて、求人情報を確認しまし

ょう。 

 

１２ 病状などで休む可能性がありますが、職場で働く場合、通院など治療のための

欠勤に対する理解とサポートがある職場は、どれくらいあるのか。 

・職場の規模や福利厚生制度によって一概には言えません。 

     ・就職時に病気についてオープンにしていれば、どのような配慮やサポート体制

があるか、確認することができます。 
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１３ 一旦病気が悪化し、療養のために辞める場合、再び回復した場合、復職できる

システムを作ってくれるのか。 

・病状がコントロール出来なくて、仕事を辞めなくてはならない状態になった場合

は、主治医と相談していくことがとても大切になります。 

・病気をオープンにしている場合は、特別休暇や休職制度があるかどうか確認し

てから休みましょう。休む場合も、制度の期限などを理解しておきます。 

   ・辞めてしまってから、同じ職場に再就職するのは、難しいと考えます。 

 

１４ 被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときの生活

保障はあるのか。 

・被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときの生活

保障として傷病手当金があります。 

  ・傷病手当金が支給される条件は次の①～④の条件をすべて満たさないと支給さ

れません。 

   ①仕事とは関係ない病気やケガの療養のための休業（業務上・通勤途上のケガ

については、労災保険を請求してください。） 

   ②それまで就いていた仕事に就くことができないこと 

   ③4日以上仕事に就けなかったこと（連続する 3日間の休業（待機期間）を含む。

待機期間は有給無給を問いません。また休日が含まれてもかまいません。） 

   ④休業した期間についての給与の支払いがないこと（手当等一部でも給与支払

いがあれば減額されます。） 

 

※ 「労務不能」であること。たとえ労務についていたとしても一時的なつなぎとし 

    て軽微な作業等の場合は労務不能と認められる場合があります。また、遠隔

地への通院のため、事実上働けないような場合も対象になります。 

 ４日目以降の仕事に就けなかった日から傷病手当金が支給されます。支給

日数は支給開始日から最長１年６ヶ月の範囲です。１年６ヶ月分ではありませ

ん。 

 

http://www.irasutoya.com/2015/08/blog-post_88.html
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１５ 傷病手当の受給手順について教えてほしい。 

・(病気が悪化しどうしても会社を休まざるを得なくなった場合や、辞めることにな 

った場合の受給手順) 

在職中の傷病手当の申請は、会社が直接協会けんぽに申請する場合と、事業

主の証明と印を押してもらって､あとは被保険者自身で提出する場合と半々ぐ

らいで､その対応は会社によります。 

・被保険者の資格喪失後も傷病手当は支給されます。喪失後に申請する場合は、

被保険者であった期間が１年以上あることが要件です。また、資格喪失前に傷

病手当を受ける権利がなければ対象になりません。つまり、少なくとも退職日

には労務不能になって４日以上経過している必要があります。請求する際は事

業主の証明は必要ありませんので、医療機関の証明を受けた申請用紙を用意

して協会けんぽもしくは健保組合に自分で提出します。 

・退職前・退職後いずれにしても申請には労務不能であることの医師の証明が必

要です。申請する期間は特に制限はありませんが、一般的に１ヶ月ごとに申請

されている方が多いようです。 

・また、傷病手当と老齢厚生年金（資格喪失後の場合のみ調整）、障害厚生年

金は両方もらえませんので調整されますが、障害基礎年金（初診が国民年金

の人）は調整の対象外ですから両方受給できます。 

・ただし、国民健康保険加入者については、傷病手当はありません。 

 

１６ 退職後の健康保険について教えてほしい。  

・退職すると、退職日の翌日から保険証が使えなくなります。そのため、退職後

は新たな健康保険への加入手続きが必要となります。 

   ・一般的には「ご家族の健康保険の被扶養者」になることが、保険料がかからず

一番有利ですが、被扶養者になれない場合は、「任意継続」と「国民健康保険」

の保険料を比べてどちらの保険に加入するか決めることになります。詳しくは、

協会けんぽ奈良支部にお問い合わせください。（☎０７４２－３０－３７００） 
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